
総合生産科学研究科各コース・分野における入学者の受入れ目安人数に関する内規 

 

（趣旨） 

第１条 この内規は，長崎大学大学院総合生産科学研究科規程第３１条の規定に基づき，総合生

産科学研究科博士前期課程，博士後期課程及び博士課程（５年一貫制）の各コース・分野（以

下「各コース等」という。）における入学者の受入れ目安人数（以下「受入れ目安人数」という。）

に関し，必要な事項を定めるものとする。 

 

（博士前期課程） 

第２条 博士前期課程における各コース等の受入れ目安人数は，次表のとおりとする。 

コース 分野 受入れ目安人数 

共生システム科学コース 水産生物資源分野 ３５ 

 化学・物質科学分野 ４３ 

 環境レジリエンス分野 ３４ 

 スマートシティデザイン分野 ２６ 

 電気・機械システム分野 ８８ 

 情報データ科学分野 ５５ 

海洋未来科学コース  ２０ 

水環境科学コース  １４ 

 

（博士後期課程） 

第３条 博士後期課程における各コース等の受入れ目安人数は，次表のとおりとする。 

コース 分野 受入れ目安人数 

共生システム科学コース 環境海洋資源学分野 １０ 

 化学・物質科学分野 １０ 

 工学・情報データ科学分野 １９ 

海洋未来科学コース  １０ 

水環境科学コース  ６ 

 

（博士課程（５年一貫制）） 

第４条 博士課程（５年一貫制）における受入れ目安人数は，次表のとおりとする。 

コース 受入れ目安人数 

グリーンシステム科学コース ５ 

 

（受入れ目安人数の見直し） 

第５条 前３条に規定する受入れ目安人数は，入学年度ごとに見直すことができるものとする。 

  



附 則 

この内規は，令和６年９月１８日から施行し，令和６年度入学者から適用する。 

附 則 

この内規は，令和７年６月１８日から施行し，令和８年度入学者から適用する。 


